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１．長寿命化修繕計画の目的 

 

 

２．施設の現状 

 本村の管理する村道トンネルは1本で、総延長285.3ｍである（表2.1）。 

表2.1 トンネル本数の内訳 

 ＮＡＴＭ 矢板工法等 開削工法 合計 

本数 0 1 0 1 

延長（ｍ） 0 285.3 0 285.3 

 

 

 

 

表2.2 木祖村の管理トンネル一覧 

トンネル名 
建設 

年次 

供用年数 

（H30現在） 
路線名 

トンネル 

長 
幅 員 内空高 備 考 

箕輪沢トンネル 不明 29 奥木曽１号線 285.3m 5.5m 4.5m 
H26年 点検 

H30年 点検・補修設計中 

計：１箇所 

※「H26年点検」は道路ストック総点検業務による点検調査であり、定期点検とは異なる。 

 本計画は、老朽化が進む村道トンネルに対して従来の維持管理ではなく、計画的に点検を行う

ことで、損傷が小さいうちに対策し、効率的な維持に取り組むことを目的として定めるものであ

る。 

 箕輪沢トンネルは、味噌川ダム左岸直上に位置し、ダム管理用通路としても供用しており極めて

重要なトンネルである。建設時供用開始から約29年が経過し、遊離石灰の沈着が多く、外観変状が

発現している。 

 



３．長寿命化修繕計画の策定 

3-1．対象トンネル 

 

 

3-2．健全度の把握 

 

 

3-3．維持管理の基本方針 

 

 

 

４．長寿命化及び修繕に係る費用の縮減に関する基本的な方針 

4-1．経済性の評価 

 

 

4-2．コスト縮減の方策 

 

 対象トンネルは、奥木曽１号線 箕輪沢トンネルとし、本体工修繕を計画する。 

 

 点検から得られた結果に基づき、トンネルの損傷を早期に発見するとともに、変状毎の健

全度を判定し、トンネル毎の健全性を診断・把握する。 

 トンネル本体工の維持管理においては、変状の進行がトンネル毎に大きく異なっているた

め、定期点検等によって進行の確認を行う必要がある。 

 変状の進行によって通行に支障が生じたり、利用者被害が発生しないように、得られた点

検結果は調書として記録に残し、今後の点検や措置の資料として活用し、効率的に維持管理

を行っていくことが重要である。 

 トンネルは、劣化等による変状と、その進行を確認することで健全度を把握することが出

来る。健全度に応じて、適切な時期に対策を行うことで経済性を高めることが出来る。 

 長寿命化計画により、トンネルの維持管理を計画的に行っていくことで、変状を早期に発

見することができ、予防保全の観点からトンネルの寿命を延ばし、コスト縮減を図る。 



５．トンネル定期点検 

5-1．点検方法 

 

  ○トンネル台帳を整理し、点検結果調書を作成する。 

  ○点検結果調書から健全度の判定を行い、健全度ランクを把握する。 

  ○トンネル毎に修繕対策の時期を計画する。 

 

・変状毎の健全度判定 

健全度の評価は以下の表に示すⅠ～Ⅳの5段階で評価する。 

表1 本体工の変状に対する健全度ランク表（改訂版） 

    
※長野県道路トンネル点検マニュアル H27.12 長野県建設部道路管理課 P.18より 

 

・トンネル毎の健全性の診断 

  覆工スパン毎に、判定区分が最低のものを覆工スパンの判定区分とする。 

  また、全覆工スパンの判定区分の最低のものをトンネルの判定区分とする。 

表2 健全性の判定区分 

 
※長野県道路トンネル点検マニュアル H27.12 長野県建設部道路管理課 P.19より 

トンネル本体工の点検にあたっては「道路トンネル維持管理便覧【本体工編】H27.6公益社

団法人日本道路協会」に準拠するとともに、定期点検は「長野県 道路トンネル点検マニュア

ルH27.12長野県建設部道路管理課」に準ずるものとする。 



 

 

5-2．対象トンネルの概ねの次回点検時期 

凡例：● 点検時期,   対策時期 

トンネル名 
道路 

種別 
路線名 

トンネル 

長（ｍ） 

建設 

年度 

供用 

年数 

最新 

点検 

年次 

対策の内容 ・ 時期 

H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H48 

点

検 

調

査 

対

策 

点

検 

調

査 

対

策 

点

検 

調

査 

対

策 

点

検 

調

査 

対

策 

点

検 

調

査 

対

策 

点

検 

調

査 

対

策 

点

検 

調

査 

対

策 

点

検 

調

査 

対

策 

箕輪沢トンネル 村道 奥木曽１号線 285.3 不明 29 H30       ●               ●   

 

 

 

 

：H33 年度の定期点検結果において、健全度ランク

Ⅱa 以上の変状があった場合の対策時期とする。 

 


